
副
町
長
を
選
任

　

昨
年
度
ま
で
は
、
副
町
長
の
必
要
性
は

感
じ
な
が
ら
も
行
財
政
改
革
を
重
視
し
、

職
員
、
特
に
管
理
職
員
の
奮
起
を
求
め
、

町
政
運
営
に
支
障
が
な
い
よ
う
、
当
面
す

る
課
題
の
解
決
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
方
分
権
に
よ
る
業
務
の
拡

大
や
複
雑
化
、
住
民
の
行
政
ニ
ー
ズ
の
高
ま

り
な
ど
、
町
全
体
あ
る
い
は
複
数
の
課
に
ま

た
が
る
重
要
な
課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
く
た
め
、
副
町
長
の
職
務
の
重
要
性
が
増

大
し
て
い
る
と
判
断
し
、
今
年
度
、
副
町
長

を
選
任
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

人
事

　

桂
川
町
役
場
で
は
、
３
月
末
で
一
般
職

８
名
、
保
育
士
２
名
、
保
健
師
１
名
の
計

11
名
が
退
職
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
23
年
度
の
新
規
採
用

職
員
と
し
て
、一
般
職
６
名
、保
育
士
２
名
、

保
健
師
１
名
を
採
用
し
ま
す
。
来
年
３
月

以
降
、
５
年
間
で
25
人
の
定
年
退
職
者
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
大
き
な
世
代
交
代
の

時
期
に
あ
り
ま
す
。
職
員
の
職
務
に
対
す

る
自
覚
と
資
質
の
向
上
、
機
能
的
・
効
率

的
な
職
場
の
体
制
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

　

生
活
環
境
の
整
備
と
安
全
安
心
の
町
づ

く
り
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
防
犯
外
灯

等
の
設
置
及
び
改
善
に
努
め
ま
す
。
歩
道

照
明
・
防
犯
外
灯
の
設
置
場
所
や
照
明
の

形
式
、
優
先
順
位
等
を
協
議
す
る
防
犯
外

灯
検
討
委
員
会
を
設
置
し
て
計
画
的
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
全

国
的
に
猛
威
を
ふ
る
う
ス
ズ
メ
バ
チ
に
よ

る
被
害
。
毒
性
が
強
く
攻
撃
性
が
あ
り
、

万
一
の
場
合
は
命
に
危
険
が
お
よ
ぶ
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
住
民
の
個
人

負
担
で
駆
除
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た

が
、
町
民
生
活
の
安
全
を
守
る
た
め
、
平

成
23
年
度
か
ら
ス
ズ
メ
バ
チ
を
対
象
と
し

た
駆
除
費
用
に
つ
い
て
は
町
が
補
助
を
行

い
ま
す
。

桂
川
駅
周
辺
整
備

　

桂
川
駅
周
辺
整
備
に
つ
い
て
は
、
町
の

玄
関
に
相
応
し
い
桂
川
駅
周
辺
の
環
境
を

整
備
し
、
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
駅
前
の

交
通
安
全
対
策
の
た
め
、
車
の
乗
降
所
等

を
確
保
し
、
駅
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上

を
図
る
と
と
も
に
、
町
全
体
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

桂
川
町
総
合
計
画
基
本
構
想

　

第
５
次
桂
川
町
総
合
計
画
基
本
構
想

は
、
平
成
23
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
10

年
間
を
対
象
と
し
て
、「
ま
ち
づ
く
り
住

民
ア
ン
ケ
ー
ト
」
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
、役
場
各
課
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
、

策
定
委
員
会
で
議
論
を
重
ね
て
練
り
上
げ

た
も
の
を
、
総
合
計
画
審
議
会
で
審
議
・

策
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
の
第
５
次
桂
川
町
総
合
計
画
基
本

構
想
で
は
、
福
岡
都
市
圏
を
意
識
し
つ
つ
、

住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い
町
の
実
現
を
目

指
し
て
、
定
住
化
促
進
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
く
な
ど
の
方
針
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

宅
地
分
譲

　

旭
ヶ
丘
団
地
の
分

譲
は
、
平
成
22
年
度

中
に
３
区
画
の
契
約

が
成
立
し
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
団
地
内

の
公
園
整
備
や
光
通

信
網
に
対
応
し
て
い

る
点
な
ど
、
Ｐ
Ｒ
を

積
極
的
に
行
い
、
分

譲
の
促
進
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
の
制
定

　
「
自
治
基
本
条
例
」
の
制
定
は
、
町
民

と
行
政
が
協
働
の
町
づ
く
り
を
進
め
る
上

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
条
例
で

す
。
町
民
自
ら
が
町
づ
く
り
に
参
画
し
、

そ
の
責
任
と
権
利
を
明
確
に
す
る
と
同
時

に
、
町
の
将
来
像
を
共
有
し
、
住
民
自
治

の
推
進
を
図
る
た
め
「
自
治
基
本
条
例
」

の
制
定
を
目
指
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

自
主
防
災
組
織

　

風
水
害
、地
震
等
の
自
然
災
害
に
対
し
、

地
域
で
の
自
主
的
な
防
災
に
対
処
す
る
た

め
の
組
織
と
し
て
自
主
防
災
組
織
の
設
立

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

町
内
、
各
地
域
を
地
理
的
な
特
性
に
応

じ
た
形
で
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
し
、
よ
り
効

率
的
な
組
織
設
立
に
向
け
検
討
委
員
会
等

を
設
置
し
て
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。
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